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高知県漁業近代化資金取扱要綱の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

高知県漁業近代化資金取扱要綱 

 

第１～第２ (略) 

 

第３ 漁業近代化資金の内容 

〔１〕借入資格者 

   漁業近代化資金を借り入れることができる者は、法第２条第１項及び政令

第１条に定める者のうち、県内に居住し、又は事業所を設置し、かつ、県税

を滞納していない者であって、次に掲げるもの（以下「漁業者等」という。） 

 （以下略） 

 

第４～第 11 （略） 

 

附 則 （略） 

附 則 

 この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 

高知県漁業近代化資金取扱要綱 

 

第１～第２ (略) 

 

第３ 漁業近代化資金の内容 

〔１〕借入資格者 

   漁業近代化資金を借り入れることができる者は、法第２条第１項及び政令

第１条に定める者のうち県税を滞納していない者であって、次に掲げるもの

（以下「漁業者等」という。） 

 （以下略） 

 

第４～第 11 （略） 

 

附 則 （略） 

 


